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住民保険課　☎27‐0174

まちづくり戦略課　☎27‐0172

国民健康保険税の減免について
　新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件に該当する方は、申請により保険税が減免となる場合が
あります。

国民年金保険料の免除・納付猶予について
【対象者】
　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入や売上の減少などが生じ、所得が相当程度まで下がった方
【問い合わせ】
　・日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」（0570-003-004）
　・大垣年金事務所（78-5166）

　神戸町の地域資源を活用した特産品の開発・改良及び商品化のための費用の一部を補助します。
　あなたのアイデアで魅力あふれる特産品を開発し、地域を盛り上げてみませんか？

保険税減免の対象となる方
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
主たる生計維持者の収入減少※が見込まれる世帯の方

減免内容
全額免除
一部免除

　※収入減少は、以下の全ての要件を満たす場合を指します。申請時には収入を証する書類が必要です。
　（１）事業収入や給与収入など、種類ごとの収入のいずれかが、前年に比べ10分の３以上減少する見込み
　（２）前年の所得の合計額が1,000万円以下
　（３）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
　　　　申請についての相談や、必要な書類等については、担当課までお問い合わせください。

特産品開発支援事業

特産品づくりを応援します!!

【補助対象者】
　 町内に事業所を置く法人又は個人事業者

【補助対象事業】
　 １．特産品の開発又は既存の商品を改良し、新しく商品化する事業
　 ２．一定期間以上の販売が可能な特産品を開発する事業
　 ３．特産品の販売を促進するための事業
　 ※令和５年3月31日までに事業が完了するもの

【補助内容】
　 補助金額：補助対象経費の1/2（上限50万円）
　 ※補助金の交付は１事業あたり１回限り
　 　制度の詳細については町HPをご確認ください。

町HP

お菓子処　平野屋：
いちごバター

樋口製本所：和装帳

補助金を活用して開発された商品の一例

低糖専門キッチン源喜：
パウンドケーキ


